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一般社団法人日本介護支援専門員協会 
ブロック選出理事のご推薦について（ご依頼） 

 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素より当協会の活動に対し、格別のご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

さて、当協会では 6月 16 日（日）に開催いたします第 5回社員総会にて、定款、

理事・監事細則に基づき、次期ブロック選出理事の選任を行います。 

ブロック選出理事は当協会の組織的な活動において別添の理事・監事細則 第 9

条の職務内容に添って各ブロック内の都道府県支部の意見を集約した上で、当協

会執行理事の一員として協会運営に携わる重要な役割を担います。 

つきましては、下記のとおり各ブロックより、1名ずつブロック選出理事をご推

薦いただきたく存じますので、5月 16 日（木）正午までに、所属ブロックの現ブ

ロック選出理事より別紙の「ブロック選出理事推薦書」をご提出いただきたくお

願い申し上げます。 

また、次期ブロック選出理事の皆様には、第 5回社員総会と同日開催の「臨時

理事会」にご出席賜りたく存じます。正式なご案内は改めてお送りいたします。 

なお、ブロック選出理事の推薦依頼は、現ブロック選出理事宛にも別途ご連絡

しております。 

敬具 

 

 
 
 
 



 
 

記 

 
 
１．推薦依頼について 

（１）役  職：理事（ブロック選出理事）  

（２）選出人数：各ブロック 1名  

（３）任  期：選任後(平成 25 年 6 月 16 日第 5回社員総会)、2年内の最終の

事業年度に関する定時社員総会の終結時まで。 

 （４）ご 回 答：平成 25 年 5 月 16 日(木）正午までにブロック選出理事推薦書 

に必要事項をご記入の上、メール(soumuka@jcma.or.jp)また

は FAX(03-3518-0778) にてご返信ください。 

※現ブロック選出理事より別紙の「ブロック選出理事推薦書」をご提出 

いただきたくお願い申し上げます。 

     ※平成 25 年 6 月 16 日（日）の第 5回社員総会にて承認を受けた後に、 
        次期ブロック選出理事より就任承諾書を頂戴したく存じますので、改

めてご連絡させていただきます。 

     

２．臨時理事会開催について 

  ・臨時理事会 

    開催日時：平成 25年 6月 16日(日) 午後開催予定 
   会  場：東京都中央区予定 
   ※詳細が決まり次第、改めてご案内させていただきます。 

   ※同日、第 5回社員総会を午前中より開催いたします。 

 

以上 

【お問合せ先】 

一般社団法人 日本介護支援専門員協会 

事務局 木村能子・佐藤里美・松﨑恵太

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 

1 丁目 11 番地金子ビル 2階 

TEL:03-3518-0777 FAX:03-3518-0778 

E-mail:soumuka@jcma.or.jp 



 

  

 

一般社団法人 日本介護支援専門員協会 定款 
 

 

第１章  総  則 
 

（名 称） 

第１条 当法人は、一般社団法人 日本介護支援専門員協会と称する。 

 

（事務所） 

第２条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 

２．当法人は、社員総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。 

 

 

第２章  目的及び事業 
 

（目 的） 

第３条 当法人は、都道府県単位の個人を会員とする介護支援専門員組織と連携し、公

正・中立なケアマネジメントを確立し、介護支援専門員の資質および社会的地位

の向上に努めることをもって、国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的と

する。この目的を達成するために次の事業を行う。 

（１）高齢者の福祉の増進を目的とする下記の事業。 

① 介護支援専門員の職能の向上に関する事業。 
② 介護支援専門員が必要とする情報の提供に関する事業。 
③ 社会保障制度全体及び介護支援専門員に係る調査研究事業。 

（２） 介護保険制度の普及啓発に関する事業。 

（３） 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業。 

（４） 公衆衛生の向上を目的とする事業。 

（５） 学術及び科学技術の振興を目的とする事業。 

（６） 地域社会の健全な発展を目的とする事業。 

（７） 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支

援を目的とする事業 

（８） 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的

とする事業 

（９） 国際交流・貢献を目的とした事業 

（10） 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業 

 

（基金を引き受ける者の募集） 

第４条 当法人は基金を引き受ける者の募集をすることができる。 

 

（基金の拠出者の権利に関する規定） 

第５条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した日まで返還しない。 

 

（基金の返還の手続き） 

第６条 基金の拠出者に返還する基金の総額について、定時社員総会における決議およ

び代替基金の積立てを経た後、会長が決定したところに従って返還する。 

 



 

  

第３章  会員及び社員 
 

（種 別） 

第７条 当法人の会員は次の３種とする。 

（１） 正会員 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７条第５項に規定する介護支

援専門員、又は第６９条の２第１項に規定する介護支援専門員の登録を受

けている者のいずれかであって、当法人の目的及び事業に賛同して入会し

た者 

（２） 賛助会員   

当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体 

（３） 名誉会員   

当法人に特別の功績があった者で、本人の承諾を得て社員総会において

承認された者 

 

（社員の資格の取得および喪失） 

第８条 当法人の社員は、おおむね正会員５００人の中から１人の割合をもって選出さ

れる代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人

法」という。）上の社員とする。（代議員の定数の取扱いについては、社員総会

で別に定める。） 

２．代議員は、理事または監事と兼ねることができない。 

３．代議員の選出方法は、社員総会において別に定める方法による。 

４．代議員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、連続して３期（６年）を

超えて選任されることはできない。 

５．代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代

議員を選出することができ、その選出方法は、社員総会において別に定める方法

による。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了す

る時までとする。 

６．代議員の解任については、第２０条の規定を準用する。 

７．代議員が正会員たる資格を喪失した時は、代議員たる資格も同時に喪失する。 

 

（正会員の権利） 

第９条 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に当法

人に対して行使することができる。 

（１）法人法第１４条第２項の権利 （定款の閲覧等） 

（２）法人法第３２条第２項の権利 （社員名簿の閲覧等） 

（３）法人法第５７条第４項の権利 （社員総会の議事録の閲覧等） 

（４）法人法第５０条第６項の権利 （社員の代理権証明書面等の閲覧等） 

（５）法人法第５２条第５項の権利 （電磁的方法による議決権行使記録の閲覧 

等） 

（６）法人法第１２９条第３項の権利（計算書類等の閲覧等） 

（７）法人法第２２９条第２項の権利（清算法人の貸借対照表等の閲覧等） 

（８）法人法第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第３項の権利

（合併契約等の閲覧等） 

２．理事、監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた

損害を賠償する責任を負い、法人法第１１２条の規定にかかわらず、この責任は、

すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。 

 



 

  

 

（入 会） 

第 10条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申

込書により、当法人に申し込まなければならない。 

 

（入会金及び会費） 

第 11条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければな

らない。 

２．賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければ

ならない。 

 

（会員の資格喪失） 

第 12条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 

（１） 退会したとき。 

（２） 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 

（３） 正会員にあっては、介護支援専門員でなくなったとき。 

（４） １年以上会費を滞納したとき。 

（５） 除名されたとき。 

 

（退 会） 

第 13条 正会員及び賛助会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に

退会することができる。 

 

（除 名） 

第 14条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において、出席

した代議員の議決権の４分の３以上の議決に基づき、除名することができる。

この場合、 その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１） 当法人の定款又は規則に違反したとき。 

（２） 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

 

（経費の負担） 

第 15条 既納の入会金、会費及びその他の経費は、返還しない。 

 

 

第４章  役  員 
 

（種類及び定数） 

第 16条 当法人に次の役員を置く。 

（１） 理 事   ２５人以上３０人以内 

（２） 監 事   ２人 

２．理事のうち、１人を会長、３人以内を副会長とする。専務理事および常任理事を

置くことができる。 

３．前項の会長をもって法人法の代表理事とし、前項の副会長、専務理事および常任

理事をもって法人法第９１条第１項第２号の業務執行理事とする。 

 

（選任等） 

第 17条 理事及び監事は、社員総会において選任する。 

２．会長、副会長、専務理事および常任理事は理事会の決議によりこれを定める。 



 

  

３．理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

４．各理事について、当該理事および理事の配偶者又は３親等以内の親族その他の当

該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数は、理事総数

の３分の１を超えてはならない。 

５．役員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の役員を選任することができる。 

 

（職 務） 

第 18条 会長は、当法人を代表し、その業務を総理する。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長

があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

３．専務理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の常務を統括する。 

４．常任理事は、会長、副会長および専務理事を補佐し、常務を執行する。 

５．理事は、理事会を構成する。 

６．監事は、次に掲げる業務を行う。 

（１） 財産及び会計の状況を監査すること。 

（２） 理事の業務執行の状況を監査すること。 

（３） 財産及び会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したとき

は、これを社員総会又は理事会に報告すること。 

（４） 前号の報告をするため必要があるときは､社員総会又は理事会の招集を請求

し、若しくは第４章又は第５章の定めにかかわらず、社員総会又は理事会

を招集すること。 

 

（任  期） 

第 19条 理事の任期は、選任後２年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結

の時までとする。 

２．任期満了前に退任した理事の補欠として、または増員により選任された理事の任

期 は、前任者または他の在任理事の任期の残任期間と同一とする。 

３．監事の任期は、選任後２年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時

までとする。 

４．任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期

の残任期間と同一とする。 

 

（解  任） 

第 20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会において、出席した

代議員の議決権の３分の２以上の議決に基づき、解任することができる。この

場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。 

（２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められる

とき。 

 

（報酬等） 

第 21条 役員の報酬等（報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財

産上の利益をいう）は無償とする。ただし、常勤の役員の報酬等は有償とする

ことができる。 

２．役員には費用を弁償することができる。 

３．前２項に関する事項は、社員総会の議決によって定める。 

 

（顧問及び相談役） 



 

  

第 22条 当法人に顧問及び相談役を置くことができる。 

２．顧問は、専門的な事項に関して必要な助言をすることを職務とし、社員総会の議

決に基づいて、会長が正会員以外の者の中から委嘱する。 

３．相談役は、会長の求めに応じて当法人の運営に関して必要な助言を行うことを職

務とし、社員総会の議決に基づいて、会長が当法人の役員経験者の中から委嘱す

る。 

４．顧問及び相談役は５人以内とし、第１８条第１項の規定を準用するものとする。 

 

 

第５章  社員総会 
 

（種  別） 

第 23条 当法人の社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会の２種とする。 

 

（議決権） 

第 24条 この定款で別に定める場合を除き、社員総会における議決権は、代議員１名

につき１とする。 

 

（代議員の実費弁償等） 

第 25条 代議員については、第２１条第２項及び第３項（実費弁償等）の規定を準用

する。 

 

（権  能） 

第 26条 社員総会は、この定款で別に定めるもののほか、当法人の運営に関する重要

な事項を議決する。 

 

（開  催） 

第 27条 定時社員総会は、毎年１回開催する。 

２．臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

（２）代議員現在数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面により、招集の

請求があったとき。 

（３）第１８条第６項第４号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

 

（招  集） 

第 28条 社員総会は、会長が招集する。 

２．会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に臨時社

員総会を招集しなければならない。 

３．社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書

面をもって、少なくとも７日前までに通知しなければならない。 

 

（議  長） 

第 29条  社員総会の議長は、社員総会の決議により代議員の中から選出する。 

 

（定足数） 

第 30条 社員総会は、総代議員の議決権の過半数の出席がなければ開催することがで

きない。 

 



 

  

 

（議  決） 

第 31条 社員総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した代議員の議決

権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（表決等） 

第 32条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知

された事項について他の代議員を代理人として表決を委任することができる。 

２．前項の場合における前2条の規定の適用については、その代議員は出席したもの

とみなす。 

 

（議事録） 

第 33条 社員総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成

しなければならない。 

 

 

第６章  理事会 
 

（構  成） 

第 34条 当法人に理事会を置く。 

２．理事会は、理事をもって構成する。 

 

（権  能） 

第 35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。 

（１）社員総会の招集に関する事項の決定 

（２）規則の制定、変更及び廃止に関する事項の決定 

（３）当法人の業務執行の決定 

（４）理事の職務の執行の監督 

（５）代表理事の選定及び解職 

２．理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任すること

ができない。 

（１）重要な財産の処分及び譲受け 

（２）多額の借財 

（３）重要な使用人の選任及び解任 

（４）従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 

（５）理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他一般社団法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令

で定める体制の整備 

 

（種類及び開催） 

第 36条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の２種とする。 

２．通常理事会は、毎年４回以上開催する。 

３．臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１） 会長が必要と認めたとき。 

（２） 理事現在数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をも

って招集の請求があったとき。 

（３） 第１８条第６項第４号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 

 



 

  

 

（招  集） 

第 37条  理事会は会長が招集する。 

２．会長は、前条第３項第２号又は第３号に該当する場合は、その日から１４日以内

に臨時理事会を招集しなければならない。 

３．理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面

をもって、少なくとも７日前までに通知しなければならない。 

 

 

（議  長） 

第 38条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（定足数等） 

第 39条 理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過

半数をもって行う。 

２．理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成する。 

３．当該理事会に出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

 

（決議の省略） 

第 40 条  理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当

該提案につき理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事

が当該提案について異議を述べたときは、この限りではない。 

 

 

第７章  支部組織 
 

 

（支部組織） 

第 41条 当法人は、都道府県を単位として、支部を置くことができる。 

２．支部は、当該都道府県の区域内において、第３条各号に定める事業を行う。 

 

 

(支部長） 

第 42条 支部に支部長１人を置く。 

２．支部長は、社員総会において別に定める方法により、当該支部に所属する正会員

の中から選出する。 

 

 

第８章  財産及び会計 
 

（財産の構成） 

第 43条 当法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１） 入会金及び会費 

（２） 寄付金品 

（３） 財産から生ずる収入 

（４） 事業に伴う収入 



 

  

（５） その他の収入 

（財産の管理） 

第 44条 当法人の財産は、会長が管理し、その方法は、社員総会の議決を経て、会長

が別に定める。 

 

（経費の支弁） 

第 45条 当法人の経費は、財産をもって支弁する。 

 

（事業計画及び予算） 

第 46条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事

業年度開始前に、社員総会において出席した代議員の議決権の３分の２以上の議

決を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。 

 

（暫定予算） 

第 47条 前条の規定にかかわらず、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで

前年度の予算に準じ収入支出することができる。 

２．前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

（事業報告、決算及び剰余金） 

第 48条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が事業報告及び計算

書類ならびにこれらの附属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の議決

を経て、定時社員総会に提出しなければならない。 

２．前項の規定により提出された事業報告及び計算書類は、社員総会において出席し

た代議員の議決権の３分の２以上の議決を経なければならない。 

３．当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。 

 

（長期借入金） 

第 49条 当法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償

還する短期借入金を除き、社員総会において出席した代議員の議決権の３分の

２以上の議決を経なければならない。 

 

（事業年度） 

第 50条 当法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

第９章  定款の変更及び解散 
 

（定款の変更） 

第 51条 この定款は、社員総会において総代議員の議決権の３分の２以上の議決を経

なければ変更することができない。 

 

 

（解  散） 

第 52条 当法人は、社員総会において総代議員の議決権の４分の３以上の議決その他

法令で定められた事由により解散する。 

 

（残余財産の帰属） 

第 53条 当法人が解散した場合に残余財産があるときは、社員総会において総代議員



 

  

の議決権の４分の３以上の議決を経て、次に掲げる法人に贈与する。 

（１） 国もしくは地方公共団体 

（２） 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号各号

に掲げる法人 

 

 

第10章  事務局 
 

（設置等） 

第 54条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２．事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 

３．事務局長及び職員は、会長が任免する。 

 

（備付け帳簿及び書類） 

第 55条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

（１） 定款 

（２） 会員名簿及び会員の異動に関する書類 

（３） 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書 

（４） 許可、認可等及び登記に関する書類 

（５） 定款に定める機関の議事に関する書類 

（６） 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 

（７） 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 

（８） その他必要な帳簿及び書類 

 

 

第11章  公告の方法 
 

（公告の方法） 

第 56条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により

行う。 

 

 

第 12章  附  則 
 

１． この定款は、平成 22年 5月 30日から施行する。 

２． この定款の一部改定（社員の資格の取得および喪失、顧問及び相談役、代議員の実

費弁償等、開催、種類及び開催）は、平成 23年 6月 26日から施行する。 

 



 

 
 

 

一般社団法人 日本介護支援専門員協会 

理事・監事細則 
 

 

（目 的） 

第１条  この細則は、一般社団法人 日本介護支援専門員協会（以下「当法人」と

いう。）  定款第１７条及び第１８条の規定に基づく適用及び細則について

必要な事項を定める。 

 

（理事の区分） 

第２条 理事を次のとおり区分する。 

（１） 会員理事            ２２人以内 

    ア．会長候補者理事        １人 

        イ．ブロック選出理事      １１人以内 

        ウ．全国選出理事        １０人以内 

（２）外部理事              ８人以内 

 

（役員の選出方法） 

第３条 会長候補者理事は、別に定める「選挙管理規程」に基づく会長候補者理

事選挙により選出し、社員総会で選任する。 

２．ブロック選出理事は、ブロックごとに、ブロック内の支部長及び各支部に所

属する代議員の合議により選出し、社員総会で選任する。 

３．全国選出理事は、別に定める「選挙管理規程」に基づき選出し、社員総会で選

任する。 

４．外部理事は、会員以外の学識経験者及び別記１の職能団体等から推薦を受け、

社員総会で選任する。 

５．監事は、社員総会で選任する。 

 

（ブロック区分及びブロック理事定数配分方法） 

第４条 ブロック区分は、別記２のとおりとする。 

２．ブロック毎の理事定数は、１名とする。 

 

（理事会の選定） 

第５条  当法人の定款第 17 条第 2項に基づき、会長、副会長、専務理事及び常任理

事は、理事会の決議によりこれを選定する。 

  ２．理事会は、会長の選定にあたっては、第３条第１項の会長候補者理事選挙

の結果を尊重して、決議をするものとする。 

 

（選定日） 

第６条  会長、副会長、専務理事及び常任理事は、原則として当法人の社員総会に

おける理事の選出後に開催される臨時理事会において選定されるものとす

る。 

 

 

 



 

 
 

（役員の資格） 

第７条  副会長、専務理事及び常任理事は、全国選出理事の中から選定されるもの

とする。 

２.会長、副会長、専務理事及び常任理事の選定は、同時に行うこととする。 

 

（選定の管理） 

第８条 役員の選定に関する議事の管理及び運営は、出理事以外の理事が行う。会長

候補者理事及び全国選 

 

（ブロック理事職務） 

第９条 ブロック選出理事は、理事会の前にブロック会議を開催し、ブロック内の各支

部の意見を聞き、ブロック代表として意見・提案を述べるものとする。 

  ２．ブロック選出理事は、理事会終了後は理事会決定事項について、ブロック内各

支部に報告するものとする。 

  ３．ブロック会議は、ブロック内の各支部代議員をもって構成する。 

 

（常任理事打合せ会） 

第 10 条 常任理事打合せ会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成

する。 

２.常任理事打合せ会は、次の場合に開催する。 

（１） 会長が必要と認めたとき。 

（２） 常任理事現在数の５分の１以上から招集の請求があったとき。 

３. 常任理事打合せ会は会長が招集する。 

４. 会長は、第２項第２号により請求があったときは、その日から１４日以内に常

任理事打合せ会を招集しなければならない。 

５. 常任理事打合せ会において議決した事項は、理事会に報告し、その承認を求め

なければならない。 

６. その他、常任理事打合せ会に関し必要な事項は、理事会が定める。 
 
（委 任） 

第 11 条 この細則に定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、会長の

定めるところによる。 
 
（改 正） 

第 12 条 この細則の改正は、理事会の決議による。 
 
附 則  

1．この規程は、平成 20 年 9 月 30 日から施行する。 

2．この規程の一部改定（名称）は平成 21 年 4 月 1日から施行する。 

3．この規程の一部改定（目的、役員の選出方法、ブロック区分及びブロック理事

定数配分方法、理事会の選定、選定日、役員の資格、選定の管理、常任理事打

合せ会、委任、改正）は平成 22 年 12 月 3 日から施行する。 

4．この規程の一部改定（理事会の選定）は平成 24 年 5 月 25 日から施行する。 
  5．この規程の一部改定（役員の資格、選定の管理）は平成24年9月7日から 

施行する。 

 

 



 

 
 

別記 １ 

     

社団法人日本医師会 

社団法人日本歯科医師会 

公益社団法人日本薬剤師会 

公益社団法人日本看護協会 

社団法人日本社会福祉士会 

社団法人日本介護福祉士会 

特定非営利活動法人日本介護経営学会 

一般社団法人日本ケアマネジメント学会 

 
 
別記 ２ 

 

北海道ブロック （北海道） 

東北ブロック （青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県） 

北関東ブロック （茨城県、栃木県、群馬県） 

南関東ブロック （埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県） 

甲信越ブロック （山梨県、長野県、新潟県） 

北陸ブロック （富山県、石川県、福井県） 

東海ブロック （岐阜県、静岡県、愛知県、三重県） 

近畿ブロック （滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県） 

中国ブロック （島根県、広島県、山口県） 

四国ブロック （徳島県、香川県、高知県） 

九州・沖縄ブロック（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、

沖縄県） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
一般社団法人 
日本介護支援専門員協会 
会 長  木村 隆次 殿 
 
 

ブロック選出理事推薦書 
 

下記の者をブロック選出理事として推薦いたします。 
 

役   職 ブロック選出理事 

任   期 
選任後(平成 25年 6月 16日第 5回社員総会)、2

年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の

終結時まで 

氏   名  

所属都道府県支部名  

日本介護支援専門員協会 

会員番号         － 

連絡記入先 
 

自宅 ・ 勤務先・ 所属支部事務局 
 

住  所 
〒   －      

電話番号        －    － 

所属先名  

FAX 番号        －    － 

E-mail           ＠ 

 
 
平成 25 年  月  日 
 

ブロック名                       
  

 
ブロック選出理事           印 

 

※該当箇所に〇を付けてください 
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